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高齢者福祉課

食事の準備や調理を十分にできない高齢者に対してお昼のお弁当を配達します。

援助の必要な高齢者等の食生活の安定、栄養バランスの補足、安否確認等を目的

としています。

岡山市社会福祉協議会に委託している「ひまわり給食」と民間業者に委託している

「まごころ給食」があります。

市内に居住する６５歳以上の虚弱な高齢者等で自分で調理することが困難な方または

援護が得られないひとり暮らしの方、高齢者のみの世帯の方等。

月曜日から金曜日の間で希望する日

ただし、祝日、お盆、年末年始はお休みです。

１食　３５０円（消費税込み）

 利用者の方は３５０円を直接業者へ支払います。

＜ひまわり給食＞

高島・吉備・福南・建部の４中学校区、　芥子山・三勳・石井・三門の４小学校区

＜まごころ給食＞

岡北・足守・香和・西大寺・上道・東山・竜操・興除・藤田・高松・富山・妹尾・福田・

桑田・京山・中山・福浜・芳泉・光南台・岡輝・山南・上南・芳田・操南・瀬戸・

岡山中央・石井（大野小学校区に限る）・御南・御津・操山（宇野小学校区に限る）

旭東（古都・可知小学校区に限る）・灘崎の３２中学校区

＜ひまわり給食＞

岡山市社会福祉協議会

＜まごころ給食＞

各地域包括支援センター

○　一人暮らし高齢者等配食サービス

対象者

配食日

利用料

実施地区

問い合わせ先
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高齢者福祉課

ご家庭でからだに異常を感じたり、突発的な事故などのため、緊急に助けを求めたい

ときに、首にかけているペンダントのボタンを押すと、岡山市消防局内の緊急通報セ

ンターが通報を受信して安否確認の電話をいれます。

電話に出られないとき、また出られても助けを必要とするときは、救急車が出動したり、

申請時に登録した協力員が高齢者宅にかけつけて、速やかに救助活動を行い日常

生活の安全を確保します。

自宅に電話があり、原則として市内居住の３人の近隣協力員が得られる方で、次の

いずれかに該当する方。

（１） ６５歳以上のひとり暮らし高齢者

（２） ６０歳以上６５歳未満のひとり暮らし高齢者で病弱な者

（３） ６５歳以上の者のみの世帯に属する寝たきり又は病弱な者

（４） 重度身体障害者等と６５歳以上の病弱な高齢者のみの世帯に属する者

近隣の親戚、知人等の中から３名の協力員を確保し、申請書に地区民生委員の

確認印をもらったうえ、所轄の福祉事務所の窓口に申請します。

利用決定者には、申請から約２ヶ月以内に緊急通報装置を設置します。

・ 生計中心者の課税状況（所得税）に応じて設置費用の全部または一部と電池交換

費用を負担していただきます。（生計中心者が非課税の世帯は無料）

・ 通話料は自己負担となります。

○ 各福祉事務所

○ 高齢者福祉課

○　緊急通報システム

対象者

申請方法

費用負担

装置の設置

問い合わせ先
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高齢者福祉課

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具を給付します。

６５歳以上の高齢者で、ひとり暮らしの方など

(1) ひとり暮らしの方など・・・ 電磁調理器、電子レンジ

(2) 寝たきり以外の方・・・・・ 老人用手押車、杖

所轄の福祉事務所の窓口に申請します。

・ 生計中心者の課税状況（所得税）に応じて費用の全部または一部を負担して

いただきます。（生計中心者が非課税の世帯は無料）

※購入金額によっては自己負担額が生じるので購入前に福祉事務所に申請して

ください。

○ 各福祉事務所

○　日常生活用具の給付

対象者

申請方法

費用負担

問い合わせ先

品　　目
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